
資  産  税  課  

１ 固定資産税賦課徴収事務            予算科目（款・項・目）１０・１０・１０  

〔決算書１１２～１１７ページ〕  

  土地，家屋及び償却資産を対象に，地方税法（以下「法」という。）第３４３条の規定により，

原則としてその所有者を納税義務者として，当該固定資産の所在する市町村が課税するもの  

  固定資産の評価は，市町村長が，総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行った後，そ

の価格を決定し，この価格を基に課税する。  

  土地と家屋については，３年に一度の基準年度に評価替えを行う。令和５年度は評価替えの基

準年度の３年度目に当たる。  

 (1) 土地評価事務   

   土地は，地目別に定められた評価方法により評価するが，登記簿上の地目ではなく，賦課期

日であるその年の１月１日現在の現況の地目により評価する。  

   令和５年度は，下表のとおり評価を行った。評価額全体は，農地から宅地への地目変更等に

より前年度に比べ増加となった。  

地  目  評価面積（㎡） 評  価  額（千円）  
評価筆数

（筆）  

1 ㎡当たりの評価額  

平均（円）  最高（円）  

生産緑地田       65,368 8,446 156 129  

介在田・市街化区域田      7,473 1,133,850 25 151,726 240,978 

生産緑地畑       987,837 138,889 1,920 141  

介在畑・市街化区域畑      166,257 28,262,972 594 169,996 298,673 

宅    地 10,358,811 2,095,310,347 67,760 202,273 1,402,527 

介 在 山 林 22,147 1,384,387 75 62,509 104,007 

雑 種 地       344,760 43,680,055 1,176 126,697 504,614 

合    計 11,952,653 2,169,918,946 71,706   

 (2) 家屋評価事務  

   家屋は，賦課期日であるその年の１月１日現在に家屋と認定された建物をいい，種類につい

ては現況により判断する。評価に当たっては，木造と非木造に区分され，それぞれの区分ごと

に，用途や構造別に評価する。  

なお，種別のうち，木造では共同住宅，非木造ではアパートの表記になっているのは，各々

の評価基準に規定する種別名称を使用していることによる。  

   令和５年度は，下表のとおり評価を行った。評価額全体は，新増築家屋が加わったことによ

り，前年度に比べ増加となった。 

ア 木造  

種   別  棟 数（棟） 床  面  積（㎡）  評 価 額（千円） 

専 用 住 宅  31,181 3,092,912 109,631,503 

共 同 住 宅 ・ 寄 宿 舎  3,062 538,327 15,161,944 

併 用 住 宅  949 110,771 1,945,744 

旅 館 ・ 料 亭 ・ ホ テ ル  5 714 13,450 

事 務 所 ・ 銀 行 ・ 店 舗  298 32,966 788,477 

劇 場 ・ 病 院  6 1,101 43,737 

工 場 ・ 倉 庫  222 15,937 143,959 



土 蔵  25 751 3,061 

附 属 家  508 10,912 65,050 

合 計 36,256 3,804,391 127,796,925 

イ 非木造  

種    別  棟数（棟）  床  面  積（㎡）  評  価  額（千円）  

事務所・店舗・百貨店・銀行  1,006 1,003,551 84,665,250 

住 宅 ・ ア パ ー ト  7,138 4,397,601 287,277,143 

病 院 ・ ホ テ ル  41 94,029 8,718,912 

工 場 ・ 倉 庫 ・ 市 場  1,026 377,335 14,598,228 

そ の 他  148 113,873 8,082,879 

合 計 9,359 5,986,389 403,342,412 

 (3) 償却資産評価事務   

   償却資産は，法第３４１条第４号の規定により，原則として土地及び家屋以外の事業の用に

供することができる資産とされており，構築物や機械・装置等に大別される。  

   償却資産の所有者は，法第３８３条の規定により，毎年１月１日現在における償却資産につ

いて，当該償却資産の所在地の市町村長に対して，１月３１日までに申告しなければならない

とされており，市町村長は申告内容を基に評価を行い，価格を決定する。  

   ただし，法第３８９条第１項に該当する資産で，２つ以上の市町村にわたり所在する償却資

産を所有している場合は，総務大臣又は都道府県知事に対して申告を行い，総務大臣又は都道

府県知事は評価額を決定し，その該当資産の所在地である関係市町村に配分する。  

   なお，償却資産の評価は，取得価額を基準として，耐用年数や経過年数による減価を考慮し

て価格を決定する。  

   令和５年度は，下表のとおり評価を行った。評価額全体は，機械・装置等の減額により，前

年度に比べ減少となった。  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 土地・家屋登記済通知による処理事務  

   登記所は，法第３８２条の規定により，登記された表示・権利の内容について市町村長に通

知することになっている。市町村長はその通知に基づき，土地の分合筆及び新築等家屋の把握

並びに所有者の異動を確認のうえ課税事務を行う。  

   また，市町村長は法第７３条の１８第３項の規定により，不動産の取得の事実を知った場  

合，その内容を都道府県知事に通知することとされている。  

資 産 の 種 類    評 価 額（千円）  

市

長

が

価

格

を 

決

定

し

た

も

の 
構 築 物  29,828,522 

機 械 ・ 装 置  11,890,162 

船 舶  18 

航 空 機  321,096 

車 両 ・ 運 搬 具  99,757 

工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 22,423,531 

  計  64,563,086 

総務大臣が価格等を決定し配分したもの 33,236,386 

都知事が価格等を決定し配分したもの 96,109 

合        計  97,895,581 



   令和５年度は，下表のとおり「登記済通知」により課税の処理を行った。  

ア 表示等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 所有権移転  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 諸証明発行等事務  

   市町村長は，法第３８２条の３の規定により，納税義務者等の求めに応じ，固定資産課税台

帳に記載されている事項について，証明書を交付しなければならないとされている。  

   また，市町村長は法第３８２条の２の規定により，納税義務者等の求めに応じ，これらの者

に係る固定資産の事項が記載されている部分又はその写しを閲覧に供しなければならないとさ

れている。  

   事務処理については，調布市固定資産に係る行政証明及び閲覧に関する事務取扱規程等に基

づいて行い，手数料については調布市手数料条例に基づいている。  

 令和５年度は，下表のとおり諸証明の発行等を行った。  

区 分 

種 別  

証明等件数 手数料  

（件）  （円）  

評 価 証 明 7,985 1,597,000 

公 課 証 明 4,964 992,800 

物 件 証 明 13 2,600 

住 宅 用 家 屋 証 明 1,100 1,430,000 

そ の 他 証 明 0 0 

閲 覧 1,329 265,800 

価格決定通知書等  6,985 
 

区   分  筆(件)数    申請者数  

表

示

等

登

記

済

通

知

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土 
 

地 

分 ・ 合 筆  1,096 筆 400 人 

地 目 変 更 357 筆 203 人 

そ の 他  196 筆 152 人 

合  計  1,649 筆 755 人 

家 

屋 

新  築  944 件 937 人 

増 改 築  30 件 28 人 

合 計  974 件 965 人 

区   分  筆(件)数 申請者数  

所
有
権
移
転
登
記
済
通
知 

土 

地 

売 買 ・ 贈 与 等  6,291 筆 5,557 人 

相続・買収・合併  2,868 筆 2,628 人 

合 計  9,159 筆 8,185 人 

家 

屋 

売 買 ・ 贈 与 等  1,614 件 1,614 人 

相続・買収・合併  1,357 件 1,357 人 

合 計  2,971 件 2,971 人 



閲 覧 ( 公 用 ) 3 
 

合 計 22,379 4,288,200 

(6) 固定資産税及び都市計画税減免事務  

   固定資産税及び都市計画税の減免制度は，法第３６７条並びに調布市税賦課徴収条例第６５

条，調布市都市計画税賦課徴収条例第６条及び調布市市税減免基準に基づいている。  

   令和５年度は，下表のとおり減免を行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 括弧内の数字は，償却資産 

(7) 納税通知書発送事務  

   法第３６４条第９項の規定により，令和５年度の納税通知書を下表のとおり発送した。  

   発送件数は，新築家屋の増加等により，前年度に比べ８８９件増加した。  

 

区分  

税目  
減 免 理 由    減免件数（件）  

 

 
医 療 施 設  89 

固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税 

 
 

幼稚園各種学校等  2 

公 益 施 設  14 

公 共 用 地  14 

生 活 保 護  30 

そ の 他  
50 

(14) 

 合    計 
199 

(14) 

 

 

納税通知書種別 発送件数（件） 発 送 日 

土地・家屋・償却 72,637 令和 5 年 4 月 21 日 


